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＜2021年12月度＞ アシスト国際事業協同組合 組合員様へ会報 Ｖｏｌ.10

＜組合より＞

・組合から年末のご挨拶（代表/監理部/書類部/総務部）
・登録支援機関登録完了（特定技能申請可能となりました。）
・2月各種試験関係の案内
・外務省ホームページから

＜お知らせ＞

・帰国便の参考情報
・年末年始休業日（12/30～1/4)
・海外送金（SBIレミット、セブングローバルレミット）紹介
・「外国人社員と働く職場の労務管理（20210402）より」

http://www.mhlw.go.jp/content/000761492.pdf
①パワーハラスメント ②セクシャルハラスメント
③マタニティハラスメント ④その他のハラスメント

＜お願い＞

① 在留資格更新における必要書類の案内
書類部より問合せの際はご協力お願いします。

② 技能実習責任者講習、技能実習責任者講習、生活指導員講習の
期限切れでしたら再受講をお願いいたします。

③ 雇用条件と実際の就業時間に違いがある場合、
更新や見直しが必要な場合は、組合へご連絡お願いします。
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＜組合より＞ 年末のご挨拶

（代表：田代）

本年も大変お世話に成りました。組合員様方もコロナ禍でご苦労絶えないと思います。
日本で変異種オミクロン株が確認されてから、日本入国規制緩和の動きも不透明な状況ですが、
新規入国が始まり次第、ご協力できるよう体制つくりは今後も務めてまいります。
来年度もよろしくお願いいたします。

（監理部：井上（代智）、タム、ハー、シャロッテ、タオ、藤﨑（佑耶））

巡回時はいつもお世話に成っております。日々技能実習生のご指導ありがとうございます。
監理部スタッフ一同、組合員様や技能実習生をスムーズに業務をお繋ぎできるように、
今後も取り組んでまいります。新しいスタッフも増え、若さと元気さで来年もよろしくお願いいたします。

（書類部：伊藤、藤田、中司、関屋、井上（誉子））

外国人技能実習機構や出入国管理局への提出資料など、入国時、入国後と多岐にわたる提出資料の
対応について、ご協力いただきありがとうございます。まだ、入国日は不透明な状況ですが、
入国が再開に向け、滞りなく書類申請など進めてまいります。来年もご協力よろしくお願いいたします。

（総務部：市丸、藤崎（由莉）、吹藤）

新規採用技能実習生の募集案件やコロナ禍でのWEB面接など、いつもご協力とご理解ありがとうございます。
現地送出しの教育、入国後講習の有効活用、実習生の教育面の改善など、今後も組合員様のご要望を受けて、
対応してまいります。来年もよろしくお願いいたします。

組合員一同、本年も大変お世話に成りました。
引き続き、諸環境などの動きを注視しながら対応進めてまいります。来年もよろしくお願いいたします。
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＜登録支援機関登録完了（特定技能申請）＞
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ベトナム語、英語、インドネシア語、
タガログ語、中国語
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 2/10 熊本県：養豚

 2/15 埼玉県：左官

試験関係のお問い合わせは
コチラまで↓

アシスト国際事業協同組合
試験対策サイト

CLICK☝
からもご覧いただけます試験に一発合格

のコツ①

【きほんのき①】

試験材料は、試験資料に記載された指
定のものをご用意お願いします。

（試験採点者により、試験の中断及び
減点される可能性があります。）
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https://www.anzen.mofa.go.jp/
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

１ １２月５日午前０時以降、以下の国・地域からの帰国者・入国者について、
検疫所の宿泊施設での待機期間を変更することとします。

インド（カルナータカ州）、ギリシャ、
米国（コロラド州、ニューヨーク州、ハワイ州、ミネソタ州）、ルーマニア

２ 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、専門家の意見も踏まえ、
科学的知見に基づきリスクに応じた水際対策を講じていくため、
12月４日(土)午前０時（日本時間）以降、デルタ株等のオミクロン株以外の
変異株による３日間指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち、
有効なワクチン接種証明書保持者については、検疫所の待機施設での
３日間待機を求めず、14日間の自宅等待機措置に切り替えることとします。

３ 措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。
別紙１「水際強化措置に係る指定国・地域一覧（令和３年１２月３日時点）」
（ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_list.pdf）
別紙２「水際対策強化に係る新たな措置（１７）」
（ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_17.pdf）
別紙３「水際対策強化に係る新たな措置（２０）」
（ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_20.pdf）
別紙４「水際対策強化に係る新たな措置（２１）」
（ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1203_21.pdf）
※外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。

（ https://www.anzen.mofa.go.jp/）
※査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。

（ https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html）

（問い合わせ窓口）

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口（検疫の強化）
日本国内から：0120-565-653
海外から：+81-3-3595-2176（日本語、英語、中国語、韓国語に対応）

○出入国在留管理庁（入国拒否、日本への再入国）
電話：（代表）03-3580-4111（内線4446、4447）

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話：0570-011000（ナビダイヤル：案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、
「5」を押してください。）一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/（PC版・スマートフォン版）
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html （モバイル版）

外務省情報
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参考：ベトナム帰国便
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SBIレミット
ベトナム送金 インドネシア送金

手数料
＋ ＋
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セブングローバル レミット    （2022年～）
ベトナム送金 インドネシア送金

手数料
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57,58ページ
６.ハラスメント

①パワーハラスメント
②セクシャルハラスメント
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定期的にトピックスでお知らせいたします。

http://www.mhlw.go.jp/content/000761492.pdf
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60,61ページ
③マタニティハラスメント
④その他のハラスメント


